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各施設の電話番号は３１ページをご覧ください

こころの電話相談　〔察(２５)８２６４〕 毎週水曜日　午前１０時～午後３時３０分（ただし、祝日、年末年始は休み）
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市政へのご意見・ご提案をお寄せください。郵送、ファクス、

市ウェブサイト、Ｅメール、市民の声ご意見箱などから投稿い

ただけます。投稿方法など詳しくは、お問い合わせください。

問い合わせ　情報公開課（内線１８２）
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保育園の職員（市非常勤職員）
を募集

任用期間　令和２年４月１日(水) ～３年

３月３１日(水) 　

※希望される場合は、勤務成績などに

より再度の任用の手続きが可能です。

業務内容　①保育業務、②時間外保育

業務、③調理業務、④保健師（看護師）

業務、⑤園務員業務

※勤務日や勤務地など詳しくは、実施

要領をご覧ください。　

受験資格　①②保育士資格（府地域限

定保育士を含む）を有する人、③調理

師資格を有する人、④保健師（看護師）

資格を有する人、⑤特になし

※①～④は、令和２年３月３１日(火) まで

に資格取得見込みの人を含む。

採用人数　①33人程度（保育士Ａ＝８

人程度、保育士Ｂ＝２５人程度）、②２０人

程度、③２人程度（調理師Ａ・Ｂ＝各

１人程度）、④２人程度、⑤３人程度

試験日　令和２年１月１２日(日) 

試験内容　書類審査、面接試験

※面接時間・場所については、申し込

み時にお知らせします。

合格発表　令和２年１月末までに本人

へ通知

申し込み　１２月１０日(火) ～令和２年１月

９日(木) （土・日曜日、祝日、年末年始

を除く午前９時～午後５時３０分）に、

所定の申込書に写真を貼って必要事項

を記入し、資格証の写しを添えて、こ

ども未来室（内線２８８）へ（郵送不可）

※申込書、実施要領は、こども未来室

で配布。市ウェブサイト（こども未来

室のページ）からダウンロードもでき

ます。

富田林税務署アルバイト募集

職務内容　事務補助、パソコン入力など

対象者　パソコンの操作ができる人

勤務地　富田林税務署、すばるホール

雇用期間　令和２年１月中旬～３月

（勤務日・時間などにつ

いては面接時に相談）

時間給　９７０～９８０円

※詳しくは、お問い合わせください。

問い合わせ　富田林税務署総務課

〔察(２４)３２８１〕

 

学童クラブの指導員（市非常
勤職員）を募集

雇用期間　令和２年４月１日(水) ～３年

３月３１日(水) 

※希望される場合は、勤務成績などに

より再度の任用の手続きが可能です。

勤務日　月～土曜日のう

ち週５日勤務（ローテー

ションにより週６日勤務

の場合あり）

業務内容　学童クラブ指導業務

受験資格　次の①～④のいずれかに該

当する人

①放課後児童支援員認定資格、保育士

資格（府地域限定保育士を含む）、幼稚

園教諭免許、小・中学校教諭免許、高等

学校教諭免許のいずれかを有する人、

または令和２年３月３１日(火) までに資格

取得見込みの人

②高等学校卒業者などであり、かつ２

年以上放課後児童健全育成事業などの

児童福祉事業に従事したことがある人

③５年以上放課後児童健全育成事業に

従事したことがある人

④大学などにおいて、社会福祉学、心

理学、教育学、社会学、芸術学または

体育学などのいずれかの課程を修めて

卒業（修了）した人、または令和２年３

月３１日(火) までに卒業（修了）見込みの人

採用人数　７人程度

試験日　令和２年１月１９日(日) 

試験内容　書類審査、面接試験

※面接時間・場所については、申し込

み時にお知らせします。

合格発表　令和２年１月末までに本人

へ通知

申し込み　１２月１０日(火) ～令和２年１月

１４日(火) （土・日曜日、祝日、年末年始

を除く午前９時～午後５時３０分）に、

所定の申込書に写真を貼って必要事項

を記入し、資格証の写しを添えて、こ

ども未来室（内線２９６）へ（郵送不可）

※申込書、実施要領は１２月２日(月) ～、

こども未来室で配布。市ウェブサイト

（こども未来室のページ）からダウン

ロードもできます。

募　集
 

こころの電話相談「すばる」
のご利用を

　こころの電話相談「すばる」では、

皆さんからのさまざ

まな悩みを聴いてい

ます。

　心の中の不安や不

満を、一人で悩まないで話してみませ

んか。

　あなたの気持ちに寄り添ってお話し

を伺います。秘密は厳守しますので、

安心してご相談ください。

◆こころの電話相談〔察(２５)８２６４〕

とき　毎週水曜日、午前１０時～午後３

時３０分　

※祝日、年末年始は休み。

大阪府総合労働事務所          
「労働相談」のご利用を

　府では、職場でのトラブルを防止す

るため、労働契約や労働条件に関する

問題、労働組合や団体交渉に関する問

題、職場のハラスメ

ント（セクハラやパ

ワハラなど）に関す

る問題、就業規則や

人事労務管理に関す

る問題など、働く人や使用者からのさ

まざまな労働相談について次の窓口で

受け付けています（電話相談も可）。

●大阪府総合労働事務所（大阪市中央

区石町二丁目５の３エル・おおさか南

館３階）〔察０６(６９４６)２６００〕

とき　月～金曜日、午前９時～午後５

時４５分に開設　

※ただし、第１・２・３・５木曜日

（祝日の場合は翌日）は午後８時まで

受け付け。

●大阪府総合労働事務所南大阪センター

（堺市西区鳳東町四丁３９０の１泉北府

民センタービル２階）〔察０７２(２７３)６１００〕

とき　月～金曜日、午前９時～午後５

時４５分に開設　

※ただし、第４木曜日（祝日の場合は

翌日）は午後８時まで受け付け。

相　談
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若さ・健康・体力アップ教室

とき　令和２年１月１０日～２月２１日の

毎週金曜日、午前９時４５分～１１時４５分

（全７回）

ところ　けあぱる

内容　体力チェック、若さと健康を保

つための運動や食事のポイント、口の

ケアについてなど

対象者　市内在住で６５歳以上の人

定員　２０人　

参加費　無料

申し込み　１２月２８日(土) までに、ウエル

ネスけあぱるへ（電話申し込み可）　

※申し込み多数の場合抽選。ただし、

初めて参加される人を優先します。

おれんじパートナー交流会

　認知症についての情報交換をした

り、不安や悩みを出し合い交流したり

しませんか。

とき　１２月１８日(水) 、午後１時３０分～３時

ところ　すばるホール３階会議室２Ｂ

対象者　認知症の人やその家族、認知

症サポーター、地域で認知症ケアを進

めていきたい人、認知症に関心のある

人など

定員　２０人（当日、直接会場へ）

参加費　１００円（お茶・お菓子代）

問い合わせ　井尻さん（おれんじパー

トナー事務局）〔察０９０(３９９６)００７１〕

けあぱる血液循環測定会

とき　１２月２４日(火) 、２５日(水) 、午前１１時

～午後８時の間に各９回　

※時間は申し込み時に確認してくださ

い。

ところ　けあぱる

定員　各６人

参加費　１回３３０円（当日、施設利用者

は１回２２０円）　

申し込み　１２月７日(土) 、午前１１時～、

ウエルネスけあぱるへ（申し込み先着

順、電話申し込み可）

※１２月６日(金) 、午前７時～、けあぱる

ホームページ〔http://carepal.or.jp/〕か

らも申し込みできます（けあぱるホー

ムページから申し込む場合は、「その他

連絡事項」欄に希望する日時を明記し

てください）。

各施設の電話番号は３１ページをご覧ください
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母子・父子家庭自立支援教育
訓練給付金事業

　仕事に必要な資格の取得をめざし

て講座を受講する場合、受講料の一

部が支給されます。

対象者　市内在住のひとり親家庭の

親で、児童扶養手当の支給を受けて

いる、または同様の所得水準にある

人

対象講座　雇用保険制度の教育訓練

給付金の指定教育訓練講座（特定一

般教育訓練、専門実践教育訓練にお

いては、専門資格の取得を目的とす

る講座に限る）

※対象講座について詳しくは、厚生

労働大臣指定教育訓練講座システム

〔https://www.kyufu.mhlw.go.jp/ken

saku/T_K_kouza〕をご覧ください。

支給額　対象講座の受講のために支

払った費用（入学料および受講料に

限る）の６０㌫を支給

※支給額の上限は２０万円です。ただ

し、支給額が１万２０００円を超えない

場合は支給の対象になりません（対

象講座と修学年数に応じて上限が８０

万円となる場合があります）。

※雇用保険制度の教育訓練給付金の

受給資格者は、雇用保険制度から支

給される給付金の額を差し引いた額

を支給します。

母子・父子家庭高等職業訓練
促進給付金等事業

　就業をめざして資格を身に付ける

ために、養成機関で受講する場合、生

活費の一部として給付金が支給され

ます。

対象者　市内在住のひとり親家庭の

親で、児童扶養手当の支給を受けて

いる、または同様の所得水準にある人

対象資格　看護師、准看護師、介護

福祉士、保育士、理学療法士、作業

療法士、歯科衛生士、美容師、社会

福祉士、製菓衛生師、調理師

給付金の種類

①訓練促進給付金　申請月分から、

次の金額を支給

◆市・府民税非課税世帯＝月額１０万

円

◆市・府民税課税世帯＝月額７万５００

円

②修了支援給付金　各資格の養成課

程修了後、次の金額を支給

◇市・府民税非課税世帯＝５万円

◇市・府民税課税世帯＝２万５０００円

ひとり親家庭高等学校卒業
程度認定試験合格支援事業

　就職などのために高等学校卒業程

度認定試験合格のための講座を受講

する場合、受講料の一部が支給され

ます。

対象者　市内在住のひとり親家庭の

親または児童で、申請者が児童扶養

手当の支給を受けている、または同

様の所得水準にある人

給付金の種類

①受講修了時給付金　受講後に、対

象講座の受講のために支払った費用

（入学料および受講料に限る）の２０

㌫を支給

※支給額の上限は１０万円です。ただ

し、支給額が４０００円を超えない場合

は支給の対象になりません。

②合格時給付金　合格後に、対象講

座の受講のために支払った費用（入

学料および受講料に限る）の４０㌫を

支給

※①と②を合わせた支給額の上限は

１５万円です。

ひとり親家庭を支援しています

　本市では、ひとり親家庭の自立促進と生活の安定を図ることを目的に、次

の事業において給付金を支給し、ひとり親家庭を支援しています。

　いずれの事業も事前の相談が必要になります。詳しくは、お問い合わせく

ださい。

問い合わせ　こども未来室（内線２０４）



 

市税未納の人を対象に           
年末日曜納付相談会を実施

　仕事などの理由により、市役所に普

段来ることができない人は、この機会

にぜひご相談ください。

　なお、当日の混雑を避けるため、実

施日の２日前までに電話で申し込んで

ください。

とき　１２月１５日(日) 、午前９時～正午、

午後１時～５時　

ところ　市役所地下９０２会議室

持ち物　納税通知書または催告書、本

人確認書類、印鑑

※当日の納付は受け付けできません。

申し込み　納税課（内線１２１～１２４）へ

 

年末年始の開閉栓業務の       
受け付け

年末＝１２月２８日(土) 、午後５時まで

年始＝令和２年１月４日(土) 、午前９時

から　

※市ウェブサイト（水道事業のページ）

では随時受け付けていますが、年末の

作業は１２月２8日(土) まで、年始は１月４

日(土) からになります。

問い合わせ　水道お客様センター

〔察(２０)６４００〕

上下水道だよりを配布しています

　本市では、上下水道事業の現状や活

動内容について紹介しているリーフ

レット「上下水道だより」を検針の際

に各戸へ配布しています。

　日頃、水道や下水道について、意識

されることは少ないかもしれません。

「上下水道だより」では、上下水道の

仕組みや災害対策への取り組みなどを

写真やイラストを使って紹介しており、

市民の皆さんにも身近に感じていただ

ける内容となっていますので、ぜひご

一読ください。

問い合わせ　上下水道総務課（内線２５１、

２５４）

税

上下水道

水道管の冬支度はお済みですか

　気温が氷点下になると、水が凍り水

道管が破裂することがあります。

　次のような場合は特に注意してくだ

さい。

・水道管がむき出しになっている

・水道管が家の北側にある

・水道管に風が強く当たる

・低温注意報が発表されたとき

■凍結を防止するには

　水道管や蛇口などを保温材・毛布・

タオルなどで包み、その上からビニー

ルを巻いて保護しましょう。

■水道管が凍ったときには

　タオルなどを巻き

つけ、その上から

ゆっくりぬるま湯を

かけて溶かします。

熱湯を直接かけない

でください。

■水道管が破裂したときには

　止水栓を閉め、水を止めて修繕を申

し込んでください。また、止水栓の位

置はあらかじめ確認しておきましょ

う。

※水道の修繕は、市管工事業協同組合

〔察０１２０(０３２)４９７〕へ（月～金曜日の

午前９時～午後５時３０分）。その他の

時間帯および土・日曜日、祝日、年末

年始は市役所宿直室〔察(２５)１０００〕へ

ご連絡ください。

問い合わせ　水道工務課（内線２５７、

２９５）

 

笑顔はつらつ教室

　高齢期をいきいきと健康に過ごすた

めに必要な介護予防の知識を学ぶ継続

的な講座です。

とき　１２月１０日(火) 、２４日(火) 、午後１時

３０分～３時

ところ　かがりの郷１階デイルーム

対象者　６５歳以上の人

定員　各２０人（当日、直接会場へ）

参加費　無料　

持ち物　飲み物、上靴

問い合わせ　かがりの郷

講座・催し

市民公開健康講座                  
「高齢期のココロとカラダの
変化～気づきと備え～」

　高齢期のココロとカラダの変化につ

いて理解を深めることで、高齢者の心

身の状態変化への気づきを促し、より

早期の「介護予防」や「認知症の予防

や対処」につながるよう、医師などが

分かりやすくお話します。

とき　１２月１９日(木) 、午後１時３０分～３時

ところ　市消防本部　

※できるだけ公共交通機関をご利用く

ださい。

定員　１００人　受講料　無料

講師　宮田　重樹さん（宮田医院院長）、

今城　保定さん（今城クリニック院長）、

赤松　舞子さん（金剛病院医師）

申し込み　１２月１７日(火) までに、高齢介

護課（内線１９７）へ（申し込み多数の場

合抽選）

分譲マンションセミナー

　分譲マンションの所有者を対象にセ

ミナーを開催します。

　マンション管理組合の運営に関する

基本的な考え方や建物の維持・管理に

ついて、知りたい人や日頃より悩んで

いる人はぜひご参加ください。

とき　令和２年１月２５日(土) 、午後１時

３０分～４時（午後１時～受け付け）

ところ　市役所４階４０１会議室

※駐車場には限りがありますので、で

きるだけ公共交通機関をご利用くださ

い。

内容　「区分所有法と管理組合運営～

徴収額設定の考え方～」、「分譲マンショ

ンの計画的な修繕の必要性について」

定員　７０人　参加費　無料

申し込み　１２月９日(月) ～令和２年１月

２２日(水) に、参加者（グループで参加さ

れる場合は代表者）の住所、氏名、マ

ンション名（あれば管理組合での役職

など）、参加人数、電話番号、ファクス

番号を明記し、郵送、ファクスまたは

Ｅメールで傘５８４-８５１１常盤町１の１　

住宅政策課〔（内線４３７）・鯖(２４)０２６９・

Ｅメールjyutaku@city.tondabayashi.lg.

jp〕へ（申し込み先着順、電話申し込

み可）

２５



年金生活者支援給付金の          
請求手続きを忘れていませんか

　同給付金は、公的年金などの収入や

所得が一定基準額以下の年金受給者の

生活を支援するために、年金に上乗せ

して支給されるものです。

　同給付金の支給を受けるには請求手

続きが必要です。今年９月に日本年金

機構から年金生活者支援給付金の案内

の送付があり、まだ同給付金の請求手

続きをされていない人は１２月末日まで

に、案内に従って請求手続きをしてく

ださい。

　なお、令和２年１月以降に請求手続

きをされた場合は、請求された翌月分

からの支給となりますので、ご注意く

ださい。

※対象者など詳しくは、お問い合わせ

ください。

問い合わせ　ねんきんダイヤル〔察０５７０

(０５)１１６５〕（０５０で始まる電話からかけ

る場合は〔察０３(６７００)１１６５〕）、天王寺年

金事務所〔察０６(６７７２)７５３１〕

国民年金保険料の納め忘れは
ありませんか

　毎月の国民年金保険料は、日本年金

機構から送付する納付書などで、翌月

の末日までに納めていただくことに

なっています。　

　保険料の納め忘れがあると、未納期

間に応じて将来受け取る老齢基礎年金

の受給額が少なくなったり、受けられ

なくなったりすることがあります。

　また、病気やけが、死亡など万一の

場合に、障害基礎年金や遺族基礎年金

が受けられなくなることがあります。

■便利な口座振替をご利用ください

　納め忘れを防ぐため、便利で確実な

口座振替をご利用ください。

　また、口座振替には、早割や２年・

１年・６カ月前納などのお得な方法が

あります。

　口座振替の申し込みは、預（貯）金

通帳と通帳の印鑑、年金手帳を持参し、

取扱金融機関または年金事務所で手続

きをしてください。

問い合わせ　天王寺年金事務所〔察０６

(６７７２)７５３１〕

  

災害見舞金などの申請を

　本市では、市内在住の人を対象に火

災や風水害など万一の災害の際に、被

災者またはその遺族に災害見舞金や死

亡弔慰金を支給しています。

　支給額は、次のとおりです。

※申請方法や支給要件など詳しくは、

お問い合わせください。

問い合わせ　地域福祉課（内線２８３）

献血にご協力を

　１２月は「大阪府献血推進月間」です。

　例年、冬季は献血者数が少なく、血

液製剤の適正在庫量の確保が困難に

なっていますので、皆さん献血へのご

協力をお願いします。

とき・ところ　１２月８日(日) 、午前１０時

～午後４時＝エコール・ロゼ南駐車場

※献血を受けていただける条件など詳

しくは、お問い合わせください。

問い合わせ　市献血推進協議会〔察(２５)

８２６１〕

 

12月は市税滞納整理強化月間
です

　今月は納税催告、滞納処分を集中し

て実施します。

　税金を滞納すると延滞金が加算さ

れ、滞納処分（預貯金や給与、不動産、

自動車などの差し押さえ）を受けるこ

とになります。

　もし納め忘れや滞納市税がある場合

は、早急に納付してください。

問い合わせ　納税課（内線１２１～１２４）

福　祉

税

12月は税収確保重点月間です

　府では、１２月を「税収確保重点月間」

と定め、納期限内に納税された人との

税の公平性を確保するため、府内の市

町村と連携し、滞納者に対して徹底し

た催告や財産の差し押さえなどを実施

します。

問い合わせ　南河内府税事務所〔察(２５)

１１３１〕

固定資産税（償却資産）の申告を

　固定資産税は土地や家屋に課税され

ますが、それ以外で事業や営業のため

に所有している償却資産（構築物、機

械や装置、車両や運搬具、工具、器具、

備品など）も課税の対象になり、その

所有者に課税されます。

　令和２年１月１日現在、市内に償却

資産を所有している法人や個人事業主

は、２年１月３１日(金) までに申告してく

ださい（休・廃業されている場合も申

告が必要です）。

　所有者には１２月中に申告書類を郵送

しますが、届かないときや事業の開始

により初めて申告される場合はご連絡

ください。　

※本市では、インターネットによる電

子申告サービス「ｅＬＴＡＸ（エルタッ

クス）」がご利用いただけます。詳しく

は、ｅＬＴＡＸホームページ〔https://

www.eltax.lta.go.jp/〕をご覧いただく

か、ｅＬＴＡＸヘルプデスク〔察０３

(５５２１)００１９〕へお問い合わせください。

問い合わせ　課税課（内線１１４、１１５）

各施設の電話番号は３１ページをご覧ください

２６
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介護保険料の納め忘れは　　
ありませんか

　介護保険料は、利用者への介護給付

に欠かすことのできない大切な財源で

す。

　介護保険制度は、社会全体で支え合

う制度です。保険料を納めないでいる

と滞納期間に応じて保険給付が制限さ

れる場合があります。

　介護が必要になったとき、安心して

サービスを利用できるよう保険料は必

ず納期限内に納めましょう。

　なお、普通徴収対象者の保険料は市

から送付する納付書により取扱金融機

関、コンビニエンスストア、ＭＭＫ設

置店または市役所で納めていただき、

特別徴収対象者の保険料は年金からの

天引きにより納めていただきます。

■便利な口座振替をご利用ください

　普通徴収対象者の保険料のお支払い

は、納期限ごとに自動的に指定の預

（貯）金口座から振替納付される口座

振替が便利で安心です。

　普通徴収対象者で口座振替を希望さ

れる人は、預（貯）金通帳と通帳の印

鑑、納入通知書を持参し、次の取扱金

融機関または高齢介護課で手続きをし

てください。

　また、○印の金融機関については引

き落としを希望する口座のキャッシュ

カードを高齢介護課または金剛連絡所

に持参いただくだけで、暗証番号入力

により口座振替の申し込みをしていた

だけます（ペイジー口座振替受付サー

ビス）。

■口座振替取扱金融機関

○りそな銀行、○三菱ＵＦＪ銀行、○

三井住友銀行、○池田泉州銀行、○関

西みらい銀行、みずほ銀行、南都銀行、

大正銀行（令和２年１月～は徳島大正

銀行）、紀陽銀行、大阪シティ信用金

庫、○成協信用組合、大同信用組合、

近畿労働金庫、大阪南農業協同組合、

○ゆうちょ銀行

問い合わせ　高齢介護課（内線１７５、

１７６）

介護保険
 

国民健康保険料納付額のお知
らせを送付します

　令和元年（平成３１年）中に国民健康

保険料を納付された人に対して、「国民

健康保険料納付額のお知らせ」を令和

２年１月２０日(月) ごろに送付します。

　確定申告や年末調整の際に、社会保

険料控除などの金額の確認にお使いく

ださい。

　なお、国民健康保険料が全額年金か

ら天引きされている人に対しては、お

知らせを送付していません。年金機構

から送付される「社会保険料控除証明

書」と「源泉徴収票」でご確認くださ

い。

問い合わせ　保険年金課（内線１５２、

１５６）

国民健康保険
 

国民年金基金に加入              
しませんか

　国民年金基金とは、国民年金に年金

を上積みする公的な制度です。

　２０歳以上６０歳未満の国民

年金の第１号被保険者（自

営業の人など）や、６０歳以

上６５歳未満の人および海外

に居住され国民年金に任意

加入して保険料を納めている人が加入

できます。

　掛け金は、所得税や市・府民税の社

会保険料控除の対象になります。

　また、受け取る年金にも公的年金等

控除が適用されるなど、税制面で優遇

措置があります。

問い合わせ　全国国民年金基金大阪支

部〔察０１２０(６５)４１９２〕

国民年金

２７

　整骨院・接骨院で柔道整復師によ

る施術を受けられた場合や、はり・

 灸 ・あんま・マッサージを受けられ
きゅう

た場合の健康保険の対象となる疾患

や症状は次のとおりです。

■整骨院・接骨院で柔道整復師によ

る施術を受けられた場合

骨折、脱臼、打撲、捻挫（肉離れを

含む）

※骨折・脱臼については、緊急の場

合を除きあらかじめ医師の同意が必

要です。

※日常生活による単なる疲れ、肩凝

りなどに対する施術は保険の対象に

ならず全額自己負担となります。

■はり・灸・あんま・マッサージな

どを受けられた場合

《はり・灸》

神経痛、リウマチ、 頸  腕 症候群、五
けい わん

十肩、腰痛症、 頸  椎 捻挫後遺症、そ
けい つい

の他慢性的な 疼  痛 を主症とする疾患
とう つう

《あんま・マッサージ》

筋まひ、関節 拘 
こう

 縮 などで医療上マッ
しゅく

サージを必要とする症例

※保険の適用には、あらかじめ医師

の発行した同意書または診断書が必

要です。

※単なる疲労回復・慰安を目的とし

たものや、疾病予防のためのマッ

サージなどは保険の対象とならず全

額自己負担となります。

問い合わせ　国民健康保険に加入し

ている人は保険年金課（内線１５５、

１８８）、後期高齢者医療保険に加入し

ている人は府後期高齢者医療広域連

合給付課〔察０６(４７９０)２０３１〕

整骨院・接骨院での、はり・ 灸 ・あんま・マッサージの
きゅう
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